
１ 組織名  桜屋コミュニティ会 

 

２ 地区の概要 

  ○面積 1.290ｋ㎡  ○世帯数 69世帯  ○人口 225人 

（１）おいたち 

桜屋は、古い代から大白沢川、秋津桶水が合流した恵まれた北伝法寺地区の東部にあ

り、かつては宿場町として栄えたところである。 

また、南北に通じる町道赤林室岡線は明治・大正の頃、だんこ道として盛岡・仙北町

の米屋に馬の背に米を乗せ売りに通う主要道でもあり、農家の経済を支えてきた。 

桜屋部落として生まれたのは、昭和９年東北が大凶作に見舞われた翌10年経済更正指

定を受け恩賜の郷倉が赤川に、共同作業場が舘前、桜屋に設置等の救済がされたときか

らである。 

昭和初期に鹿妻幹線水路が貫通し、昭和50年には県営圃場整備事業により、30㌃区画

圃場整備、用水のパイプライン化が実現し、農業基盤が整備された。また、農村集落排

水事業等により下水道が整備されている。 

 

（２）特徴、特色 

当地域は昔から農業中心の集落であり、現在世帯の約９割が兼業農家で占められてお

り、古い代から連綿として引き継がれてきた強い絆と、互いに助け合う「結いの精神」、

互いに助け合いによる相互扶助による理想郷を合言葉に、コミュニティ組織と農業生産

組織が一体となって地域活動を行っている。このような地域の創意工夫を活かした活性

化活動が評価され、平成19年に岩手県から「元気なコミュニティ100選」に選定された。 

さらに、こうして築かれた精神が平成18年度岩手農業ビジョン大賞や、同年度から始

まった国の品目横断的経営安定化対策に岩手県申請第１号となった。 

 

３ コミュニティ計画 

（１）コミュニティ活動方針 

キャッチフレーズ 

住んで楽しい 我が里 桜屋 

 

（２）組織体制及び活動の内容 

区   分 活   動   の   内   容 

企画総務委員会 総会、各種組織活動の連絡調整・推進に関すること 

地域住民の融和・親睦に関すること 

福利厚生委員会 地域住民の福利厚生に関すること 

健康づくり活動に関すること 

環境整備委員会 地域内の環境整備に関すること 

ごみの減量推進に関すること 

体育振興委員会 地区内の体育振興に関すること 

各種スポーツ大会に関すること 

公民館管理委員会 公民館施設の維持管理に関すること 



公民館生涯学習委員会 教育、学術及び文化の振興に関すること 

教育振興運動の実践に関すること 

桜屋くらし安心・安全

の会 

自主防災活動に関すること 

寿楽会 高齢者の交流・学習活動に関すること 

女性の会 女性の交流・学習活動に関すること 

桜会 青年（桜会）の交流・学習活動に関すること 

 

 

（３）主な事業、年間行事等 

主な行事、年間行事名 内容 担当部 

新年交賀会 

成人者壮行会 

新生活運動の一環として、年始めに地区民一

同公民館で新年交流し、成人者を祝う 
企画総務委員会 

世代間交流 
昔話や、ミズキ団子づくり、五穀豊穣を願う

田植え等の昔からの行事を伝承 

公民館生涯学習委

員会 

教養講座 講師を招いて講演会 
公民館生涯学習委

員会 

歳祝（厄払い） 大厄の歳、長寿の歳の該当者のお祓いとお祝 企画総務委員会 

河川・道路愛護 河川の雑物除去、道路の保全愛護 環境整備委員会 

観桜会 桜の花見会交流 企画総務委員会 

運動会 レクリエーション種目の運動会 体育振興委員会 

防災訓練 災害・火災予防等の指導訓練 
桜屋くらし安心・

安全の会 

夏祭り さんさ踊り、その他芸能で交流 福利厚生委員会 

健康教室 長寿を目指した健康づくり 寿楽会 

勤労感謝祭 一年の勤労・収穫に感謝し交流 福利厚生委員会 

 

 

（４）コミュニティ施設等の整備計画                 （単位:千円） 

実施年度 事  業  区  分 事業費 内 容 説 明 

令和３年度   
 

 

令和４年度    

令和５年度   
 

令和６年度   
 

令和７年度    

 

 



４ 資金計画 

（１）収入計画                           （単位:千円） 

科 目 説   明 
金       額 

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

自 治 会 費 15,000円×世帯数 810 810 810 810 810 

協 力 金 地区内事業所      

補 助 金 道路・河川愛護費      

 防犯灯電気料補助      

 防犯灯設置補助      

 ごみ集積所整備補助      

 グラウンド整備補助      

そ の 他 雑収入      

合  計       

 

 

 

（２）支出計画                           （単位:千円） 

科 目 説   明 
金       額 

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

会 議 費 総会、役員会等      

事 業 費 広報発行費      

 親睦会費      

 各種スポーツ大会費      

 公民館運営費      

 各班へ活動補助      

 子供会育成会費      

維持管理費 防犯灯電気料      

 防犯灯設置費      

 公園、ごみ集積所      

 管理費      

生活福祉費 健康づくり活動費      

役 員 手 当       

予 備 費       

合  計       

 

 

 



組織図 

 

保健推進委員
食生活改善推進委員書記・会計

企画総務委員会

福利厚生委員会 
桜屋コミュニティ会

環境整備委員会

コミュニティ会長は、行政区長を兼任
する。

ゴミ減量推進員
コミュニティ会に副会長を置く。

副会長は、公民館長を兼任する。
体育振興委員会

体育振興委員

桜屋公民館 

管理委員会

生涯学習委員会

女性の会（婦人部）

桜会

子ども会育成会

桜屋くらし安全・安心の会
（自主防災組織）

寿楽会

 


